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財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を改正する条例 

 

財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和 39 年彦根市条例第 16 号)の一部を次の

ように改正する。 

第 9 条を第 10 条とし、第 8 条の次に次の 1 条を加える。 

(適用除外) 

第 9 条 1 件当たりの時価が 20,000,000 円以上で、かつ、その面積が 5,000 平方メートル以上

の土地については、第 2 条から第 5 条までの規定は、適用しない。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


